
 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱 

 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱（平成26年山形村告示第32号）の全部

を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、再生可能エネルギーの活用による地球温暖化防止と自然環境保全のため、

住宅用太陽光発電システムを設置する村民に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて、山形村補助金等交付規則（平成23年山形村規則第６号）に定めるもののほか、必要

な事項を定める。 

（補助金の交付対象とする設備及び要件） 

第２条 補助金の交付対象とする太陽光発電設備（以下『対象システム』という。）は、次のと

おりとする。 

(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連係し、かつ、太陽電池の

最大出力（対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値（kw表示

とし、小数点以下２桁未満は四捨五入）をいう。以下同じ。）が10kw未満のであるもの 

(2) 未使用品のもの 

(3) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できるもの 

(4) 村長が別に定める技術仕様書の要件に適合するもの 

２ この要綱による補助の回数は、同一の住宅に対し１回限りとする。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、前条第１項第３号に規定する契約を締結し、村内において自ら

が居住するための住宅（住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。）

に対象システムを設置する者で、補助金の交付申請をした年度内に設置工事及び当該契約の

締結（以下『対象システムの設置等』という。）を完了することができるもの（ただし、当

該住宅が自己の所有でない場合は、所有者の承諾書を提出すること）又は新たに対象システ

ムを設置して販売される住宅を購入する者とする。 

（補助金の制限措置） 

第４条 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金の交付を受けようとする者に村税等（村

税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、

清水高原簡易水道料金、その他）の滞納（現年度分は除く。）がある場合は補助の対象から

除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。 

（補助金の額） 



 

第５条 補助金の額は、１kw当たり３万円に、対象システムを構成する太陽電池の最大出力を

乗じて得た額とする。ただし、太陽電池の最大出力が４kwを超えるシステムにあっては、４

kwを限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付

申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて村長に提出するものとする。 

(1) 対象システムの設置に要する費用の内訳が記載された見積書 

(2) 対象システムを設置する住宅等の位置図 

(3) 対象システムの設置予定場所が確認できる写真（施工前） 

(4) 建物立面図又は太陽電池モジュールの配置図 

(5) 対象システムを設置する住宅の所有者の承諾書（当該住宅が自己の所有でない場合に限

る。） 

(6) その他村長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 村長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは

速やかに補助金の交付を決定し、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定書（様

式第２号）により、当該申請をした者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

（変更等の承認申請） 

第８条 申請者が交付決定を受けた後に申請の内容を変更しようとするとき又は事業を中止し

ようとするとき（以下これらを「変更等」という。）は、山形村住宅用太陽光発電システム

設置補助金変更等承認申請書（様式第３号）を村長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

（変更等の承認） 

第９条 前条に規定する変更等の承認申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認通知書（様式第４号）により申請者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 申請者は、対象システムの設置等が完了し、代金の支払いをした日から30日以内又は

交付決定の日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、山形村住宅用太陽光発電シ

ステム設置補助金実績報告書（様式第５号。以下『実績報告書』という。）に次に掲げる書

類を添えて村長に提出するものとする。 

(1) 対象システムの設置工事代金の領収書の写し（割賦販売の場合は割賦売買契約書の写し） 

(2) 設置状況がわかる写真（太陽電池モジュールの枚数の確認できるもの）（施工後） 



 

(3) 出来形図面又は太陽電池モジュールの配置図 

(4) 電力会社との電力受給契約書の写し 

(5) しゅん工検査の試験記録書の写し 

(6) 対象システムの出力対比表 

(7) その他村長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補

助金の額を確定し、山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金確定通知書（様式第６号）

により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第12条 前条に規定する補助金確定通知書を受取った後、申請者は速やかに山形村住宅用太陽

光発電システム設置補助金交付請求書（様式第７号）を村長に提出するものとする。 

（補助金の取り消し及び返還） 

第13条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、当該交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返

還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第６条関係） 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書 

  年   月   日 

山形村長           様 

                       〒 

申請者 住 所 

                    氏 名 

                   電 話 

 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

記 

 

１.設置する 

住宅等 

所在地 （住所）  

形 態 一般住宅 店舗併用住宅 

所有者 
（住所）〒 

（氏名）  

取得区分 新 築 購 入 既に居住〔 自己所有 ／ 借家 〕 

２.電力会社との電灯契約者  

３.工事着手予定日        年   月   日 

４.工事完了予定日       年   月   日 

５.太陽電池最大出力 (小数点２桁未満四捨五入)           ．   kw 

６.補助金交付申請額                 円 

７.製造メーカー名  

 添付書類  ・対象システムの設置に要する費用の内訳が記載された見積書 

       ・設置する住宅等の位置図      ・設置場所が確認できる写真（施工前） 

       ・建物立面図又は太陽電池モジュールの配置図  ・住宅等の所有者の承諾書 

  山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付申請をするにあたり、村税等納付状況を

調査することに同意します。 

 

                   申請者                   ㊞ 



 

様式第２号（第７条関係） 

山形村指令   山役住第    号 

 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書 

 

 

               様 

 

     年   月   日付けで交付申請のありました山形村住宅用太陽光発電システム

設置補助金            円を、下記の条件を附して交付することに決定しまし

たので、山形村補助金等交付規則第６条及び山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交

付要綱第７条の規定により通知します。 

 

     年   月   日 

 

山形村長                 ㊞ 

 

 

記 

 

１ 補助事業は、山形村補助金等交付規則（平成23年山形村告示第６号）及び山形村住宅用太

陽光発電システム設置補助金交付要綱（令和４年山形村告示第 号）の定めるところにより

実施すること。 

２ 申請者は、次に該当する場合はあらかじめ村長の承認を受けること。 

（１）申請の内容を変更しようとするとき。 

（２）事業を中止しようとするとき。 

３ 対象システムの設置等を完了し、代金の支払いをした後、定められた期間内に実績報告書を

提出すること。 

４ 補助事業に要する経費を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、事業が完了した年度の翌

年度以後５年間保存すること。 

 



 

様式第３号（第８条関係） 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認申請書 

 

  年   月   日 

 

山形村長           様 

                        〒 

申請者 住 所 

                     氏 名 

                    電 話 

 

     年   月   日付け山形村指令  山役住第  号  で交付決定を受けた山

形村住宅用太陽光発電システム設置補助金につきまして、申請の内容を下記のとおり変更し

たいので承認してください。 

 

 

記 

 

１ 変更等の内容 〔 申請内容変更 ・ 事業の中止 〕 

 

 

２ 内容変更の詳細 

 

 

 

 

３ 変更後の補助金額             円 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第９条関係） 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金変更等承認通知書 

 

番    号 

 

               様 

 

     年   月   日付けで申請のありました山形村住宅用太陽光発電システム設置

補助金の変更等の承認につきまして、下記のとおり承認し決定したので、山形村住宅用太陽

光発電システム設置補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

     年   月   日 

 

山形村長                 ㊞ 

 

 

記 

 

 

 承認事項   

   （１）変更等の内容  〔 申請内容変更 ・ 事業の中止 〕 

 

 

 

 

   （２）変更後の補助金交付決定額             円 

 

 

備 考    



 

様式第５号（第10条関係） 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金実績報告書 

 

  年   月   日 

 

山形村長           様 

                        〒 

申請者 住 所 

                     氏 名 

                    電 話 

 

      年   月   日付け山形村指令  山役住第  号   で交付決定を受け

た山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金に係る事業が完了したので、関係書類を添え

て報告します。 

 

記 

 

補助金等の交付決定年月日         年   月   日   

補助金の交付決定額                 円 

対象システムの概要及び工事費内訳       （ 別 紙 ） 

事業完了年月日         年   月   日  

補助金の確定を受けたい額                 円 

 

※申請の時点で山形村以外に住所があった方 

    山形村に転入した年月日 
        年   月   日 

添付書類 

□ 対象システムの設置工事代金の領収書の写し 

□ 設置の状況がわかる写真（太陽電池モジュールの枚数がわかるもの）（施工後） 

□ 出来形図面又は太陽電池モジュールの配置図 

□ 電力会社との電力受給契約書の写し 

□ しゅん工検査の試験記録書の写し 

□ 出力対比表 



 

（ 別 紙 ） 

 (1)対象システムの概要 
 

 
 (注1)  公称最大出力とは､日本工業規格に規定される太陽電池ﾓｼ゙ ｭｰﾙの公称最大出力をいう｡ 
 (注2)  太陽電池の最大出力とは､対象ｼｽﾃﾑを構成する太陽電池ﾓｼ゙ ｭｰﾙの公称最大出力の合計値をいう｡ 
 (注3)  日本工業規格を基準としているがIECS等の国際規格も可とする｡ 

項      目 内     容 

 
 
 太 
 
 
 陽 
 
 
 電 
 
 
 池 

 ア．太陽電池モジュールの型式名  

 イ．太陽電池モジュールの製造番号 出力対比表のとおり 

 ウ．製造社名  

 エ．太陽電池モジュールの公称最大出力 
 
   と使用枚数(注1) 

        Ｗ×     枚 
 
        Ｗ×     枚 

 
 オ．太陽電池の最大出力(注2) 

 

    ．    ｋｗ 

   （小数点２桁未満四捨五入） 

イ 

ン 

バ 

ー 

タ 
 

・ 
 

保 
護 

装 

置 

 ア．インバータ・保護装置の型式名  

 イ．インバータ・保護装置の製造番号  

 ウ．製造社名  

 
 エ．定格出力 

 

    ．    ｋｗ 

   （小数点２桁未満四捨五入） 

 オ．低圧系統と逆潮流有りで連系すると 
   いう要件への適合性 

 系統連系につい 
 て承認を受ける 
 電力会社 

 

 カ．電力会社との電力契約内容 
  （該当のものを○で囲み、「契約容 
   量」には数値を記入して下さい。） 

 電気方式  １  単相３線式 
    １００Ｖ－２００Ｖ 

 ２  単相２線式 
    １００Ｖ 

 契約種別  １  従量電灯契約 
 ２  時間帯別電灯契約 

 契約容量           Ａ 

 太 
 陽 
 電 
 池 
 の 
 設 
 置 
 方 
 法 

 ア．太陽電池の設置場所 
  （該当のものを○で囲んで下さい。） 

 １  新築住宅の屋根上 
 ２  既築住宅の屋根上 
 ３  地表上 
 ４  ベランダ 
 ５  その他（         ） 

 イ．太陽電池の固定方法 
  （該当のものを○で囲んで下さい。） 

 １ 建材一体型 
 
 ２ 架台設置型 



 

 (2) 工事費内訳 

   ア 建築総工事費               円  （※新築の場合のみ記入） 

   イ 建築延床面積               ㎡   

   ウ 太陽光発電システム工事費内訳 

 

※他の項目と一括の金額となる場合は、備考欄にその旨を記入してください。 

項  目 型 式 
数 
量 

単 価 金額(円) 備 考 

材 

料 

費 

太陽電池モジュール 

    

 
    

    

計  

架台      

接続箱      

直流側開閉器      

インバータ・保護装置      

発生電力量計      

余剰電力販売用電力計      

電線配線器具      

      

材 料 費 計        

工 事 費   

その他雑費   

小   計   

消 費 税   

合 計   



 

          太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性 
 

 太陽電池モジュール型式              

 
 

 規定値(JIS) 公称最大値[W]     ．   

 
 

 番号   製造番号  測定値 最大出力 ｢W｣   番号   製造番号  測定値 最大出力 ｢W｣ 

    1   24   

    2   25   

    3     26   

    4     27   

    5     28   

    6     29   

    7     30   

    8     31   

    9     32   

   10     33   

  11     34   

  12     35   

  13     36   

  14     37   

  15     38   

  16     39   

  17     40   

  18     41   

  19     42   

  20     43   

  21     44   

  22     45   

  23     46   

◎メーカー又はメーカー系販売会社が作成する場合以外は、梱包に同梱の製造番号票の写
しを添付願います。 

◎記入欄が不足する場合は別紙で作成してください。 



 

様式第６号（第11条関係） 

山形村達   山役住第    号 

 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金確定通知書 

 

 

               様 

 

     年   月   日付けで実績報告のありました山形村住宅用太陽光発電システム

設置補助金につきまして、下記のとおり額を確定しましたので、山形村補助金等交付規則第

13条及び山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱第11条の規定により通知しま

す。 

 

     年   月   日 

 

山形村長                  ㊞ 

 

 

記 

 

補助金等の交付決定年月日及び番号 

        年   月   日   

   山形村指令  山役住第  号 

事 業 完 了 年 月 日         年   月   日  

補助金の交付決定額                 円 

補助金の確定額                 円 

 



 

様式第７号（12条関係） 

山形村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書 

 

  年   月   日 

 

山形村長           様 

 

申請者 住 所 

                     氏 名 

                    電 話 

 

    年   月   日付け山形村達  山役住第  号  で額の確定を受けた山形村

住宅用太陽光発電システム設置補助金を下記により交付されるよう請求します。 

 

 

記 

 

 

       請求金額                円 

 

【 振 込 口 座 】 

    

金 融 機 関 
                 

            支店 

口 座 種 別  

口 座 番 号  

口 座 名 義 人  

フ リ ガ ナ  

      ※振込口座は、申請者本人の名義のものに限る。 

 


